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１．工事目的 

  本工事は、おいらせ町立みなくる館ホール内に設置されている既存

の照明器具をすべてＬＥＤ照明に改修し、施設の利便性を高め、長寿

命化を図ることを目的とする。 

 

２．施工場所 

  おいらせ町 下前田 地内 

 

３．納入期限 

  契約締結の翌日から令和７年11月28日まで 

 

４．建物概要  

（１）施設名称：おいらせ町立みなくる館  

（２）建築年：平成９年  

（３）構 造：地上２階建  

鉄筋コンクリート壁付ラーメン構造一部鉄骨造・木造 

（４）延べ床面積：2,448.0㎡ 

 

５．事業内容  

当事業は、みなくる館ホール内部に設置されている既存の照明器具

をすべてＬＥＤ照明に改修するため行うものである。工事内容詳細及

び内訳は、別紙設計図等のとおりとする。  

 

６．提出書類 

 

 

提出書類 提出時期 

１）現場代理人及び主任技術者届 定めた後速やかに 

２）施工計画書及び工程表 着工前（契約締結後14日以内） 

３）着工届 着工時速やかに 

４）打合簿 変更又は確認が必要な都度 

５）完成届・写真帳 工事完成の日から5日以内 

施工前、施行中、施工後の写真付 

６）施工管理図 工事完成の日から5日以内 

７）引渡書 完成検査合格後 



７．その他  

（１）本工事を行うにあたり、設計書、図面、特記仕様書に記載されて

いない事項については、最新版の国土交通省大臣官房官営繕部制定

の「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」及び青森県の共

通仕様書に準じて施工することとする。  

（２）本工事にかかる廃材等は関連法令に照らし適正に処理し、処理し

た結果を書面により報告すること。 

（３）本工事の作業の範囲において、施設の水道及びトイレの使用を許

可する。 

（４）施工箇所以外に損傷を与えた場合は、発注者の指示に従い、原形

に復旧すること。費用は施工者負担とする。 

（５）施工にあたっては、当施設及び隣接施設の利用者並びに周辺住民

に十分配慮すること。また今工事のため、９月１日～１０月３１日

は、みなくる館ホールの利用を制限していることに留意すること。 

（６）この仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者双方

の協議により決定することとする。また、工事に関する協議等につ

いては、打合簿により行うこととする。 

 


